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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　楽器に設けられたストラップピンに帯状のストラップを着脱自在に装着するためのスト
ラップピン金具であって、前記ストラップの端部には前記ストラップピンが係合可能な取
付孔が設けられるストラップピン金具であって、
　ベース板と、
　前記ベース板に配設され、前記ストラップの前記取付孔を保持するストラップ保持部と
、
　前記ベース板に形成され、前記ストラップピンを挿入可能な貫通孔と、
　前記ベース板に取り付けられた押え板であって、前記貫通孔を開放して前記貫通孔への
前記ストラップピンの挿入動作を許容する開放位置と、前記貫通孔の一部を閉鎖して前記
貫通孔から前記ストラップピンの抜出動作を阻止する閉鎖位置との間で移動可能な押え板
と、
　を備える、ストラップピン金具。
【請求項２】
　前記押え板は、前記ベース板の法線方向に直交する方向を回転中心に回転可能に取り付
けられている、
　請求項１に記載のストラップピン金具。
【請求項３】
　前記押え板は、前記ベース板の法線方向を回転中心に回転可能に取り付けられている、
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　請求項１に記載のストラップピン金具。
【請求項４】
　前記押え板を前記閉鎖位置に付勢する付勢部材を備える、
　請求項２又は３に記載のストラップピン金具。
【請求項５】
　前記貫通孔は、互いに孔径が異なる大孔部と小孔部とが連結して構成される、
　請求項１から４のいずれか１項に記載のストラップピン金具。
【請求項６】
　前記貫通孔は、１つの丸孔で構成される、
　請求項１から４のいずれか１項に記載のストラップピン金具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ギターなどの楽器にストラップを取り付けるためのストラップピン金具に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　図１は、楽器１２に取り付けられたストラップピン２０の一例を示した図である。図１
に示すように、ギターなどの楽器１２は、立った状態で演奏する場合、楽器用ストラップ
（以下、単に「ストラップ」）３０が使用される。そのため、楽器１２には、ストラップ
３０を装着するためのストラップピン２０が取り付けられている。ストラップ３０は、長
さ調節可能な帯状部材３２と、帯状部材３２の両端に設けられた舌片状の装着部３４とを
備えている。装着部３４には後述する取付孔３６（図３参照）が形成されており、ストラ
ップピン２０が着脱自在に取り付けられる。なお、図１では、ストラップピン２０は、楽
器１２のボディ１３のエンド部１４と、楽器１２のボディ１３のエンド部１４の反対側で
、ネック１５との接合部にあるヒール部１６とにそれぞれに取り付けられた構成を一例と
して示したが、この構成に限定されるものではない。
【０００３】
　図２は、ストラップピン２０の一例を示した図である。図２において、符号２Ａはスト
ラップピン２０の斜視図を示し、符号２Ｂはストラップピン２０の側面図を示している。
図２の符号２Ａ及び２Ｂに示すように、ストラップピン２０は、断面円形状の括れ部２０
ａと、括れ部２０ａの先端に（括れ部２０ａの軸方向に直交する径方向の）外向きに広が
った形状を有する拡径部２０ｂと、括れ部２０ａの拡径部２０ｂとは反対側に設けられ、
楽器１２との取付面を構成する取付部（取付板）２０ｃとを備えている。ストラップピン
２０は、楽器１２に図示しないネジによりネジ止め固定される。なお、ストラップピン２
０には様々な形状及び大きさのものがあるが、その全体的な特徴は図２に示したものとほ
ぼ同様である。
【０００４】
　図３は、ストラップ３０の装着部３４の一例を示した図である。図３に示すように、ス
トラップ３０の装着部３４には、ストラップピン２０を取り付けるための取付孔３６が設
けられている。この取付孔３６には、スリット３８がつながって形成されている。楽器１
２にストラップ３０を装着する場合には、スリット３８で取付孔３６を広げつつ、取付孔
３６にストラップピン２０の拡径部２０ｂを貫通させ、取付孔３６に括れ部２０ａを位置
させることにより、括れ部２０ａでスリット３８が狭まることで固定し、かつ拡径部２０
ｂによって抜け止めを図り、楽器１２に対するストラップ３０の装着状態を維持すること
ができるようになっている。これにより、演奏者は、立った状態で演奏する場合、楽器１
２に装着されたストラップ３０を肩で吊り下げるようにして使用することができる。
【０００５】
　しかしながら、図３に示したストラップ３０の装着部３４では、ストラップピン２０を
取り付けるための取付孔３６とスリット３８とがつながっているため、楽器１２に設けら
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れたストラップピン２０からストラップ３０が外れて脱落しやすい問題がある。
【０００６】
　かかる問題に対し、特許文献１では、ストラップ装着部の上に補強部を重ね合わせ、取
付孔（保持孔）からのスリットが入る位置が異なるストラップ装着部と補強部とを重ねて
ストラップピンへ装着する構成としたストラップが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１３－２１７９９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、演奏者が演奏を終えて楽器をしまうとき、体に固定した楽器のストラップを
ストラップピンから外して片づける。そして、再び演奏を始めるときには、ストラップを
肩にかけ、ストラップの取付孔を楽器のストラップピンに取り付けて準備をする。同様に
、楽器を変える場合にも、ストラップの取り付け及び取り外しが必要になる。
【０００９】
　特許文献１に開示されたストラップでは、従来のストラップ（図３参照）に比べて、楽
器のストラップピンからストラップが外れ難い構造となっているものの、逆に、この構造
を採用したことにより、ストラップの取り外しが困難なものとなっており、演奏者にとっ
て利便性に欠けたものとなっている。また、ストラップの取り付け及び取り外しを繰り返
すとどうしても、ストラップの取付孔が弛んでしまい、楽器の保持力が弱くなり、楽器の
落下の恐れも出てくる。
【００１０】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、楽器に対するストラップの取り付
け及び取り外しを簡単に行うことができるストラップピン金具を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために、以下の発明を提供する。
【００１２】
　本発明の第１態様に係るストラップピン金具は、ベース板と、ベース板に配設され、ス
トラップを保持するストラップ保持部と、ベース板に形成され、ストラップピンを挿入可
能な貫通孔と、ベース板に取り付けられた押え板であって、貫通孔を開放して貫通孔への
ストラップピンの挿入動作を許容する開放位置と、貫通孔の一部を閉鎖して貫通孔からス
トラップピンの抜出動作を阻止する閉鎖位置との間で移動可能な押え板と、を備える。
【００１３】
　本発明の第２態様に係るストラップピン金具は、第１態様において、押え板は、ベース
板の法線方向に直交する方向を回転中心に回転可能に取り付けられている。
【００１４】
　本発明の第３態様に係るストラップピン金具は、第１態様において、押え板は、ベース
板の法線方向を回転中心に回転可能に取り付けられている。
【００１５】
　本発明の第４態様に係るストラップピン金具は、第２態様又は第３態様において、押え
板を閉鎖位置に付勢する付勢部材を備える。
【００１６】
　本発明の第５態様に係るストラップピン金具は、第１態様から第４態様のいずれか１つ
の態様において、貫通孔は、互いに孔径が異なる大孔部と小孔部とが連結して構成される
。
【００１７】
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　本発明の第６態様に係るストラップピン金具は、第１態様から第４態様のいずれか１つ
の態様において、貫通孔は、１つの丸孔で構成される。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、楽器に対するストラップの取り付け及び取り外しを簡単に行うことが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】楽器に取り付けられたストラップピンの一例を示した図
【図２】ストラップピンの一例を示した図
【図３】ストラップの装着部の一例を示した図
【図４】第１の実施形態に係るストラップピン金具を示した図
【図５】第１の実施形態に係るストラップピン金具とストラップピンとの連結方法を説明
するための図
【図６】第１の実施形態に係るストラップピン金具とストラップピンとの連結方法を説明
するための図
【図７】第２の実施形態に係るストラップピン金具を示した図
【図８】本発明の発展例であるストラップピン金具を示した図
【図９】本発明の発展例であるストラップピン金具とストラップピンとの連結方法を説明
するための図
【図１０】本発明の発展例であるストラップピン金具とストラップピンとの連結方法を説
明するための図
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、添付図面に従って本発明の好ましい実施の形態について詳説する。
【００２１】
　（第１の実施形態）
　図４は、第１の実施形態に係るストラップピン金具５０を示した図である。図４におい
て、符号４Ａはストラップピン金具５０の平面図を示し、符号４Ｂはストラップピン金具
５０の側面図を示している。
【００２２】
　図４に示すように、本実施形態のストラップピン金具５０は、ストラップピン２０とス
トラップ３０との間に介在して両者を接続する接続具であり、主として、ベース板５２と
、押え板５４と、ストラップ保持部５６とを備えている。
【００２３】
　ベース板５２は、平板状部材により構成される。ベース板５２には、ストラップピン２
０を挿入可能な貫通孔５８が形成されている。この貫通孔５８は、互いに孔径が異なる大
孔部５８ａと小孔部５８ｂとが連結して構成される。図４の符号４Ａに示すように、平面
視で、大孔部５８ａは略円形状の形状を有している。また、小孔部５８ｂは、大孔部５８
ａからストラップ保持部５６とは反対方向に延びる長孔状の形状を有している。
【００２４】
　大孔部５８ａは、ストラップピン２０の拡径部２０ｂの外径よりも大きく形成されてお
り、ストラップピン２０の拡径部２０ｂを挿通可能な大きさとなっている。
【００２５】
　小孔部５８ｂは、ストラップピン２０の括れ部２０ａの外径よりも大きく、かつストラ
ップピン２０の拡径部２０ｂの外径よりも小さく形成されており、ストラップピン２０の
うち括れ部２０ａのみを挿通可能な大きさとなっている。
【００２６】
　押え板５４は、前後方向（ベース板５２の長手方向）の後側（ストラップ保持部５６側
）が屈曲した形状を有している。すなわち、押え板５４は、図４の符号４Ｂに示すように
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、ベース板５２を側方向から見たときに、全体として略「へ」の字状（略「Ｌ」字状又）
の形状を有している。この押え板５４は、前側の前端部６２と後側の後端部６４とがその
境界部である屈曲部６６を介して接続された構成となっている。
【００２７】
　さらに、この押え板５４は、ベース板５２の法線方向に直交する方向を回転中心に回転
可能にベース板５２に取り付けられている。具体的には、ベース板５２の長手方向に直交
する方向に沿った屈曲線上にヒンジ部６８を介して取り付けられており、その屈曲線に沿
った方向を回転中心として回転可能な状態となっている。このヒンジ部６８はバネ付きヒ
ンジ（本発明の「付勢部材」に相当）から構成され、そのバネの有する付勢力によって、
押え板５４の前端部６２がベース板５２に押さえ付けられる方向に付勢されている。つま
り、押え板５４の前端部６２は、ヒンジ部６８のバネにより貫通孔５８の一部である大孔
部５８ａを閉鎖する閉鎖位置に付勢された状態となっている。
【００２８】
　このように押え板５４の前端部６２がヒンジ部６８のバネにより閉鎖位置に付勢された
状態で、そのバネの付勢力に抗して押え板５４を押し操作（前端部６２を下側から押圧あ
るいは後端部６４を上側から押圧）すると、押え板５４の前端部６２は、貫通孔５８の大
孔部５８ａを開放する開放位置に移動し、貫通孔５８の大孔部５８ａにストラップピン２
０を挿入可能な状態となる。
【００２９】
　ストラップ保持部５６は、ベース板５２に配設された円柱状部材から構成される。スト
ラップ保持部５６は、ストラップ３０の装着部３４の取付孔３６に挿通可能な大きさに形
成されている。ストラップ保持部５６にストラップ３０を固定する場合には、ストラップ
３０の装着部３４の取付孔３６にストラップ保持部５６を挿通して図示しないネジで締付
け固定することで、ストラップ保持部５６にストラップ３０の装着部３４を連結する。あ
るいは、ストラップ保持部５６の先端にキャップを嵌合して連結してもよいし、紐などで
ストラップ保持部５６とストラップ３０の装着部３４とを連結してもよい。また、ピンや
Ｅリング等を用いてストラップ保持部５６とストラップ３０の装着部３４とを連結しても
よい。
【００３０】
　以上のような構成を有するストラップピン金具５０を用いて楽器１２にストラップ３０
を取り付ける場合には、最初に、ストラップ３０の装着部３４の取付孔３６にストラップ
保持部５６を挿通して図示しないネジで締付け固定しておく。次に、図５の符号５Ａ及び
５Ｂに示すように、ストラップピン２０と貫通孔５８の大孔部５８ａとの位置合わせをし
た状態で、ベース板５２の下面側からストラップピン２０を貫通孔５８の大孔部５８ａを
挿入する。このとき、ヒンジ部６８のバネの有する付勢力によって閉鎖位置に付勢された
押え板５４の前端部６２をストラップピン２０で押し込むことで、押え板５４の前端部６
２は開放位置に移動し、貫通孔５８の大孔部５８ａにストラップピン２０の拡径部２０ｂ
を挿入することができる。そして、ストラップピン２０の括れ部２０ａまで差し込んだ後
、図６の符号６Ａ及び６Ｂに示すように、ストラップピン２０の括れ部２０ａを貫通孔５
８の小孔部５８ｂまでスライド移動させると、バネの付勢力で自然に押え板５４は貫通孔
５８の大孔部５８ａを閉鎖する閉鎖位置に復帰する。これにより、ストラップピン２０は
貫通孔５８から抜け落ちることなく、ストラップピン金具５０とストラップピン２０とが
確実に連結された状態となる。
【００３１】
　また、演奏を終えて楽器１２を取り外す時は、押え板５４の後端部６４を上方からベー
ス板５２に向かって押し込むことで、貫通孔５８の大孔部５８ａを塞いでいる押え板５４
の前端部６２が閉鎖位置から開放位置に移動するので、ストラップピン２０を大孔部５８
ａ側にスライド移動させて、大孔部５８ａからストラップピン２０を容易に取り外すこと
ができる。
【００３２】
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　以上のとおり、本実施形態のストラップピン金具５０は、ベース板５２と、ベース板５
２に配設され、ストラップ３０を保持するストラップ保持部５６と、ベース板５２に形成
され、ストラップピン２０を挿入可能な貫通孔５８と、ベース板５２に取り付けられた押
え板５４とを備え、この押え板５４は、貫通孔５８を開放して貫通孔５８へのストラップ
ピン２０の挿入動作を許容する開放位置と、貫通孔５８の一部を閉鎖して貫通孔５８から
ストラップピン２０の抜出動作を阻止する閉鎖位置との間で移動可能に構成されるので、
ストラップピン金具５０とストラップピン２０との連結及び連結解除を容易かつ迅速に行
うことができる。これにより、ストラップ３０とストラップピン２０との間をストラップ
ピン金具５０を介在させて接続した構成とすることにより、楽器１２に対するストラップ
３０の取り付け及び取り外しを簡単に行うことができる。
【００３３】
　なお、本実施形態では、押え板５４を付勢部材（ヒンジ部６８のバネ）により貫通孔５
８の一部を閉鎖する閉鎖位置に付勢する態様を示したが、これに限らず、例えば、図示し
ないロック機構（係合機構）を用いて、押え板５４を閉鎖位置に固定したロック状態と、
押え板５４を閉鎖位置と開放位置との間で移動可能とした非ロック状態との間で切り替え
られるようにしてもよい。
【００３４】
　また、本実施形態では、ベース板５２が平板状部材からなる構成を一例として示したが
、これに限らず、例えば、ベース板５２はその長手方向に沿って山状又は谷状に屈曲又は
湾曲して形成されていてもよい。また、押え板５４は、ベース板５２の形状に応じて山状
又は谷状に屈曲又は湾曲して形成されていてもよい。後述する第２の実施形態及び発展例
においても同様である。
【００３５】
　（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。以下、上述した第１の実施形態と共
通する部分については説明を省略し、本実施形態の特徴的部分を中心に説明する。
【００３６】
　図７は、第２の実施形態に係るストラップピン金具５０Ａを示した図である。なお、図
７中、図４と共通又は類似する構成要素には同一の番号を付している。
【００３７】
　第２の実施形態は、押え板５４の構成が異なる点を除いて第１の実施形態と同様である
。具体的には、第２の実施形態における押え板５４は、弾性変形可能な板バネとして機能
するようになっている。また、この押え板５４は、ベース板５２の法線方向を回転中心に
回転可能な状態となっている。なお、符号６９は、ベース板５２の回転軸部を示している
。
【００３８】
　本実施形態において、ストラップピン金具５０Ａとストラップピン２０とを連結する場
合には、上述した第１の実施形態と同様に、ストラップピン２０と貫通孔５８の大孔部５
８ａとの位置合わせをした状態で、ベース板５２の下面側からストラップピン２０を貫通
孔５８の大孔部５８ａに挿入する。このとき、ストラップピン２０で押え板５４を押し込
みながら貫通孔５８の大孔部５８ａにストラップピン２０を差し込んでいくと、板バネと
して機能する押え板５４は、その弾性力によって湾曲して変形しながらストラップピン２
０を貫通孔５８の大孔部５８ａに挿入することができる。そして、ストラップピン２０の
括れ部２０ａまで差し込んだ後、ストラップピン２０の括れ部２０ａを貫通孔５８の小孔
部５８ｂまでスライド移動させると、押え板５４はその弾性力によって自然に元の形状に
戻り、貫通孔５８の大孔部５８ａを閉鎖する閉鎖位置に復帰する。これにより、ストラッ
プピン２０は貫通孔５８から抜け落ちることなく、ストラップピン金具５０Ａとストラッ
プピン２０とが確実に連結された状態となる。
【００３９】
　ストラップピン２０とストラップピン金具５０Ａとの連結を解除する場合には、図７の
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符号７Ａに示すように、押え板５４を貫通孔５８の大孔部５８ａを開放する開放位置（２
点鎖線で図示）まで回転させることにより、ストラップピン２０を貫通孔５８から取り外
すことが可能となる。
【００４０】
　したがって、本実施形態のストラップピン金具５０Ａにおいても、第１の実施形態と同
様に、ストラップ３０とストラップピン２０との間をストラップピン金具５０Ａを介在さ
せて接続した構成とすることにより、楽器１２に対するストラップ３０の取り付け及び取
り外しを簡単に行うことができる。
【００４１】
　なお、本実施形態において、押え板５４は、ストラップピン２０が抜けないように貫通
孔５８の一部である大孔部５８ａを閉鎖する機能があれば、楽器１２を支える強度は必要
ないので、第１の実施形態の押え板５４よりも厚みの薄い樹脂製又は金属製の薄板状部材
でも対応可能である。
【００４２】
　また、本実施形態において、押え板５４は回転軸部６９を回転中心として回転可能な構
成となっているが、押え板５４は図示しない付勢部材（バネ等）により貫通孔５８の大孔
部５８ａを閉鎖する閉鎖位置に付勢されていることが望ましい。これにより、ストラップ
ピン金具５０Ａとストラップピン２０との連結が不用意に解除されることを防止すること
ができる。
【００４３】
　また、本実施形態において、押え板５４には突起などの操作部が設けられていることが
望ましい。これにより、ストラップピン２０からストラップピン金具５０Ａを取り外す際
に、押え板５４の回転操作を容易に行うことができ、取り外し作業を簡単に行うことが可
能となる。
【００４４】
　（発展例）
　次に、本発明の発展例を説明する。上述した各実施形態では、ベース板５２に設けられ
る貫通孔５８は、互いに孔径が異なる大孔部５８ａと小孔部５８ｂとが連結された構成と
したが、貫通孔５８の形状は必ずしもこのような大小の孔部の組み合わせでなくても本発
明の目的の機能を果たすことが可能である。
【００４５】
　図８は、本発明の発展例としてのストラップピン金具５０Ｂを示した図である。図８に
おいて、符号８Ａはストラップピン金具５０Ｂの平面図を示し、符号８Ｂはストラップピ
ン金具５０Ｂの分解組立図を示している。なお、図８中、図４と共通又は類似する構成要
素には同一の番号を付している。
【００４６】
　図８の符号８Ａに示すように、本発明の発展例としてのストラップピン金具５０Ｂは、
デザイン性の観点から、全体的に丸みをおびた形状のもの（略卵型形状）となっている。
【００４７】
　このストラップピン金具５０Ｂは、ベース板５２と、押え板５４と、ストラップ保持部
５６とを備える点は上述した各実施形態と共通しているが、ベース板５２に形成される貫
通孔５８の形状が平面視円形状の丸孔によって構成される点が上述した各実施形態とは大
きく異なる点である。この貫通孔５８の内径は、ストラップピン２０の拡径部２０ｂの外
径よりも大きく形成されている（図９及び図１０参照）。
【００４８】
　押え板５４は、図８の符号８Ａに示すように、平面視したときに、ベース板５２の基端
側領域（ストラップ保持部５６側の領域）とほぼ重なる形状を有し、かつ、ベース板５２
の法線方向を回転中心に回転可能な状態となっている。この押え板５４は、ベース板５２
と重なる位置（閉鎖位置）に配置されたときには貫通孔５８の一部を塞ぐようになってい
る。このとき、貫通孔５８と押え板５４との間に形成される隙間Ｈがストラップピン２０
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の拡径部２０ｂの外径よりも小さく、かつ、ストラップピン２０の括れ部２０ａの外径よ
りも大きくなるように、押え板５４と貫通孔５８との位置関係や大きさが定められている
（図９及び図１０参照）。
【００４９】
　したがって、押え板５４の回転操作により、押え板５４が貫通孔５８を開放する開放位
置に配置された場合には、貫通孔５８へのストラップピン２０の挿入動作が許容された状
態となる。一方、貫通孔５８にストラップピン２０が挿入された状態で、押え板５４の回
転操作により、押え板５４が貫通孔５８の一部を閉鎖する閉鎖位置に配置された場合には
、貫通孔５８と押え板５４との間に形成される隙間Ｈが上述した大きさとなるように設定
されているので、貫通孔５８からストラップピン２０の抜出動作が阻止された状態となる
。
【００５０】
　ベース板５２の両脇（両側面）には、それぞれ窪み部（凹部）７０が設けられている。
この窪み部７０により、押え板５４にはベース板５２と重ならない非重なり領域が形成さ
れるので、この領域に対応する押え板５４をその回転方向に押し込むことにより、押え板
５４の回転操作を簡便に行うことが可能となる。
【００５１】
　また、ベース板５２には、ストラップ保持部５６と貫通孔５８との間に相当する中間領
域に、押え板５４とは反対側に向かって突出する平面視円形状の凸部７２が形成されてい
る。この凸部７２は、ストラップピン金具５０Ｂにストラップ３０が取り付けられた場合
に、ストラップ３０の先端部を支持するストラップ支持部として機能する。
【００５２】
　ストラップ保持部５６は、ボルト７４とナット７６を用いてストラップ３０をベース板
５２に固定する部分である。ストラップ保持部５６にストラップ３０を取り付ける場合に
は、図９の９Ａ及び９Ｂに示すように、押え板５４の基端側に設けられた回転孔７８と、
ベース板５２の基端側に設けられたボルト挿通用孔８０と、ストラップ３０の取付孔３６
とを、平面視で互いに重なるように位置合わせをした状態で、押え板５４側から各孔にボ
ルト７４を挿通し、その反対側から突出したボルト７４の先端部をワッシャー８２を介し
てナット７６によって締め付け固定する。このとき、押え板５４が回転孔７８を支点とし
て回転可能な程度にナット７６を締め付けておく。これにより、ストラップピン金具５０
Ｂとストラップ３０とが連結された状態となるとともに、押え板５４の回転操作が可能と
なる。
【００５３】
　ストラップピン金具５０Ｂとストラップピン２０とを連結する場合には、図９の符号９
Ａ及び９Ｂに示すように、押え板５４を所定の方向（例えば時計周り方向）に回転操作し
、押え板５４を開放位置に移動させる。そして、ベース板５２の貫通孔５８にストラップ
ピン２０を挿入する。次に、図１０の符号１０Ａ及び１０Ｂに示すように、押え板５４を
逆方向（例えば反時計周り方向）に回転操作し、押え板５４を元の状態、すなわち、押え
板５４を閉鎖位置に移動させる。これにより、ベース板５２の貫通孔５８に挿入されたス
トラップピン２０の括れ部２０ａは、貫通孔５８と押え板５４との間に形成される隙間Ｈ
に配置されるようになるので、ストラップピン２０は貫通孔５８から抜け落ちることなく
、ストラップピン金具５０Ｂとストラップピン２０とが確実に連結された状態となる。
【００５４】
　なお、ストラップピン金具５０Ｂとストラップピン２０との連結を解除する場合には、
逆の手順を行えばよいので、説明の重複を避けるためその説明を省略する。
【００５５】
　以上のように、本発明の発展例であるストラップピン金具５０Ｂによれば、ベース板５
２に設けられる貫通孔５８が１つの孔部で構成されており、押え板５４の回転操作により
、押え板５４を、貫通孔５８の一部を閉鎖する閉鎖位置と、貫通孔５８を開放する開放位
置との間で切り替え可能に構成することができる。したがって、ストラップ３０とストラ
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より、楽器１２に対するストラップ３０の取り付け及び取り外しを簡単に行うことができ
、上述した各実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００５６】
　また、上述した発展例では、押え板５４の回転操作により、押え板５４を、貫通孔５８
の一部を閉鎖する閉鎖位置と、貫通孔５８を開放する開放位置との間で切り替え可能に構
成したが、この構成に限定されず、例えば、押え板５４を厚みの薄い樹脂製又は金属製の
薄板状部材で構成し、押え板５４を弾性変形可能な板バネとして機能させるようにしても
よい。この構成によれば、押え板５４を回転操作することなく、上述した第２の実施形態
と同様の手順で、ストラップピン金具５０Ｂとストラップピン２０とを連結することが可
能である。すなわち、ストラップピン２０と貫通孔５８との位置合わせをした状態で、ベ
ース板５２の下面側からストラップピン２０を貫通孔５８に挿入する。このとき、ストラ
ップピン２０で押え板５４を押し込みながら貫通孔５８にストラップピン２０を差し込ん
でいくと、板バネとして機能する押え板５４は、その弾性力によって湾曲して変形しなが
らストラップピン２０を貫通孔５８に挿入することができる。そして、ストラップピン２
０の括れ部２０ａまで差し込んだ後、ストラップピン２０の括れ部２０ａを貫通孔５８の
縁部（ストラップ保持部５６側とは反対側の縁部）までスライド移動させると、押え板５
４はその弾性力によって自然に元の形状に戻り、貫通孔５８の一部を閉鎖する閉鎖位置に
復帰する。これにより、ストラップピン２０は貫通孔５８から抜け落ちることなく、スト
ラップピン金具５０Ｂとストラップピン２０とが確実に連結された状態となる。
【００５７】
　なお、ストラップピン２０とストラップピン金具５０Ｂとの連結を解除する場合には、
上述した発展例と同様に、押え板５４を回転操作することにより、ストラップピン２０を
貫通孔５８から取り外すことが可能となる。
【００５８】
　また、上述した発展例では、好ましい態様の一例として、ベース板５２に設けられる貫
通孔５８が平面視円形状の丸孔によって構成される場合を示したが、これに限らず、例え
ば、楕円状、多角形状、その他形状であってもよい。
【００５９】
　以上、本発明の実施形態及びその発展例について説明したが、本発明は、以上の例には
限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、各種の改良や変形を行ってもよい
のはもちろんである。
【符号の説明】
【００６０】
　１２…楽器、１３…ボディ、１４…エンド部、１５…ネック、１６…ヒール部、２０…
ストラップピン、２０ａ…括れ部、２０ｂ…拡径部、２０ｃ…取付部、３０…ストラップ
、３２…帯状部材、３４…装着部、３６…取付孔、３８…スリット、５０…ストラップピ
ン金具、５２…ベース板、５４…押え板、５６…ストラップ保持部、５８…貫通孔、５８
ａ…大孔部、５８ｂ…小孔部、６２…前端部、６４…後端部、６６…屈曲部、６８…ヒン
ジ部、６９…回転軸部、７０…窪み部、７２…凸部、７４…ボルト、７６…ナット、７８
…回転孔、８０…ボルト挿通用孔、８２…ワッシャー
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              Ｆ１６Ｂ　　２１／０７　　　　
              Ｆ１６Ｂ　　２１／０９　　　　
              Ａ４５Ｃ　　１３／３０　
              Ｇ１０Ｄ　　　１／０８　　　　
              Ｇ１０Ｄ　　　３／００　　　　
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